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茨城県土地利用基本計画の概要 

 
１ 計画の目的 

  県土の適正かつ合理的な土地利用を図るため、国土利用計画法第９条の規定に基づき、

土地利用の調整指導方針等を定めたもので、都道府県の策定が必須の計画である。 

個別規制法（都市計画法、農振法、森林法等）に基づく諸計画の上位計画として、行

政内部の総合調整機能を有するとともに、土地取引について直接的に、開発行為につい

て個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たす。 

 

２ 茨城県土地利用基本計画の概要 

(1) 計画書（土地利用の調整等に関する事項を記載） 

ア 県土利用の状況と基本的条件の変化 

（県土利用の状況、県土利用をめぐる基本的条件の変化と課題） 

イ 土地利用の基本方向 

（県土利用の基本目標、県土利用の基本方針、五地域の土地利用の原則） 

ウ 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針 

    （調整指導方針、留意事項） 

 

(2) 計画図（次の五地域の範囲を５万分の１の地図上に表示） 
 
 

 

 

 

 

 

 

３ 土地利用基本計画の変更 

(1)  変更が必要な場合 

① 計画書の変更 

土地利用基本計画は、国土利用計画（全国計画）を基本としていることから、国土

利用計画（全国計画）の改定の際に、内容の整合を図るため、変更を要する。 

② 計画図の変更 

個別規制法による地域・区域を変更する場合は、土地利用の総合的調整の観点か

ら、あらかじめ土地利用基本計画（計画図）の変更を要する（S49 年国土庁計画調整

局長・土地局長通達）。 

 ※ただし、１ha 未満は、縮尺５万分の１図面に反映できないため、変更は行わない。 

 

(2) 変更に必要な手続 

土地利用基本計画を変更する場合は、国土利用計画審議会、国土交通大臣及び市町

村長への意見聴取が必要（国土利用計画法第９条第 10 項） 

 ＜R6 年度の意見聴取件数＞ 

・（計画書）全市町村に対し意見聴取を実施 

・（計画図）森林地域の縮小：23 件（太陽光発電設備設置に伴う林地開発等） 

地域区分 個別規制法 区 域 

都市地域 都市計画法 都市計画区域（市街化区域、市街化調整区域等） 

農業地域 農振法 農業振興地域（農用地区域等） 

森林地域 森林法 地域森林計画対象民有林、国有林（保安林等） 

自然公園地域 自然公園法 自然公園地域（特別地域、特別保護地区等） 

自然保全地域 自然環境保全法 自然環境保全地域（特別地区等） 
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国土利用計画法（抄） 

（昭和49年法律第92号） 

 

（目的）  

第一条 この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土

地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための

措置を講ずることにより、国土形成計画法 （昭和二十五年法律第二百五号）による措置

と相まつて、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする。 

 

（基本理念）  

第二条 国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であると

ともに、生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉

を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条

件に配意して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本

理念として行うものとする。 

 

（国土利用計画）  

第四条 国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「全

国計画」という。）、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画（以下「都

道府県計画」という。）及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計画（以

下「市町村計画」という。）とする。 

 

（全国計画）  

第五条 国は、政令で定めるところにより、国土の利用に関する基本的な事項について全

国計画を定めるものとする。  

２ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。  

３ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成する場合には、国土審議会及び都道府県知事の

意見を聴かなければならない。  

４ 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事の意見を聴くほか、都道府県知事の

意向が全国計画の案に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。  

５ 国土交通大臣は、全国計画の案を作成するに当たつては、国土の利用の現況及び将来

の見通しに関する調査を行うものとする。  

６ 国土交通大臣は、第二項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、全国計

画を公表しなければならない。  

７ 国土交通大臣は、全国計画の案の作成に関する事務のうち環境の保全に関する基本的

な政策に係るものについては、環境大臣と共同して行うものとする。  

８ 第二項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。 
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（全国計画と他の国の計画との関係）  

第六条 全国計画以外の国の計画は、国土の利用に関しては、全国計画を基本とするもの

とする。 

 

（都道府県計画）  

第七条 都道府県は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域における国土の利

用に関し必要な事項について都道府県計画を定めることができる。 

２ 都道府県計画は、全国計画を基本とするものとする。 

３ 都道府県は、都道府県計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議

会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が都道府

県計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

５ 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努め

るとともに、都道府県計画を国土交通大臣に報告しなければならない。 

６ 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、国土

審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。 

７ 国土交通大臣は、第五項の規定により都道府県計画について報告を受けたときは、こ

れを関係行政機関の長に送付しなければならない。この場合において、関係行政機関の

長は、国土交通大臣に対し、当該都道府県計画について意見を申し出ることができる。 

８ 国土交通大臣は、前項後段の規定による意見の申出があつたときは、関係行政機関の

長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴いて、都道府県に対し、必要な助言又は

勧告をすることができる。 

９ 第三項から前項までの規定は、都道府県計画の変更について準用する。 

 

（市町村計画）  

第八条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用に

関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 

２ 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするもの

とする。 

３ 市町村は、市町村計画を定める場合には、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意向を

十分に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

４ 市町村は、市町村計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めると

ともに、市町村計画を都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の規定により市町村計画について報告を受けたときは、第三十

八条第一項の審議会その他の合議制の機関の意見を聴いて、市町村に対し、必要な助言

又は勧告をすることができる。 

６ 前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。 
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（土地利用基本計画）  

第九条 都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとす

る。 

２ 土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。  

一 都市地域  

二 農業地域  

三 森林地域  

四 自然公園地域  

五 自然保全地域  

３ 土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項

について定めるものとする。  

４ 第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全す

る必要がある地域とする。  

５ 第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振

興を図る必要がある地域とする。  

６ 第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又

は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。  

７ 第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を

図る必要があるものとする。  

８ 第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環

境の保全を図る必要があるものとする。  

９ 土地利用基本計画は、全国計画（都道府県計画が定められているときは、全国計画及

び都道府県計画）を基本とするものとする。  

10 都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の

審議会その他の合議制の機関並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければな

らない。  

11 国土交通大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長の意見を聴かなければならない。  

12 都道府県は、第十項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地

利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。  

13 都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう

努めなければならない。  

14 第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更（政令で定める軽易な変更を

除く。）について準用する。  

 

（土地利用の規制に関する措置等）  

第十条 土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう、関係行政

機関の長及び関係地方公共団体は、この法律に定めるものを除くほか、別に法律で定め

るところにより、公害の防止、自然環境及び農林地の保全、歴史的風土の保存、治山、

治水等に配意しつつ、土地利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする。  
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（審議会等）  

第三十八条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都

道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県の区域における国土の利用に関する基本的な事

項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、都道府県に、これらの事項の調

査審議に関する審議会その他の合議制の機関（次項において「審議会等」という。）を

置く。  

２ 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

 

国土利用計画法施行令（抄） 

（昭和49年政令第387号） 

 

（全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項）  

第一条 国土利用計画法 （以下「法」という。）第五条第一項 の全国計画には、次に掲

げる事項を定めるものとする。  

一 国土の利用に関する基本構想  

二 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要  

三 前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要  

２ 法第七条第一項 の都道府県計画を定める場合には、当該都道府県の区域における国土

の利用に関し前項各号に掲げる事項について定めるものとする。  

３ 法第八条第一項 の市町村計画を定める場合には、当該市町村の区域における国土の利

用に関し第一項各号に掲げる事項について定めるものとする。 

 

（土地利用基本計画）  

第二条 法第九条第一項 の土地利用基本計画には、縮尺五万分の一の地形図により同条第

二項各号に掲げる地域を定めるものとする。  

 

第三条 法第九条第十四項 の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の

区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更

又は地番の変更に伴う変更とする。 

 

土地利用基本計画の見直しについて（抄） 

（昭和53年12月１日付け53国土利第411号国土庁土地局長通知） 

 

別添 土地利用基本計画作成要領 

五 計画書の表示 

 (一) 計画書には、土地利用の基本方向、五地域区分の重複する地域における土地利用に

関する調整指導方針、土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全計画等を記載す

るものとする。 
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茨城県国土利用計画審議会条例 

昭和49年10月１日 

茨城県条例第41号 

 (趣旨) 

第１条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第２項の規定に基づき、同法の規定に

よりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、県の区域における国土の利

用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するため、これらの事項の調査審議

に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (審議会の名称) 

第２条 審議会の名称は、茨城県国土利用計画審議会とする。 

(組織) 

第３条 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する委員25

人以内をもつて組織する。 

２ 特別の事項を調査審議させるため、審議会に臨時委員を置くことができる。 

３ 臨時委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。 

４ 審議会は、国土の利用及び土地利用に関し特別に調査審議する必要があると認めるときは、特別委員

会を置くことができる。 

 (任期) 

第４条 前条第１項の委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 (会長) 

第５条 審議会に、会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 (会議) 

第６条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のとき

は、議長の決するところによる。 

 (幹事) 

第７条 審議会に、幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、県の職員のうちから知事が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。 

 (委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

   付 則 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の茨城県国土利用計画地方審議会は、この条例による改正後の茨城県国土利用

計画審議会となるものとする。 
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2.5cm

↓

↑ 茨城県国土

利用計画審

議会長之印

2.5cm →←

茨城県国土利用計画審議会運営規程 
 
（目的） 

第１条 この規程は，茨城県国土利用計画審議会条例（以下「条例」という。）第８条の規定に基づき，
茨城県国土利用計画審議会（以下「審議会」という。）の運営について必要な事項を定めるものとす
る。 
 
（会議の招集） 

第２条 会長は，審議会の会議（以下「会議」という。）を招集しようとするときは，原則として開会の
日から７日前までに日時，場所，議題及び審議する事項を委員並びに議事に関係のある臨時委員に通
知しなければならない。 
 
（書面による審議） 

第３条 前条の規定にかかわらず、会長は、必要と認めたときは、書面により委員及び議事に関係のある
臨時委員の意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって議事を決することができる。 

２ 前項の場合において、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が、会長が指定する期日ま
でに意見又は賛否を書面により提出しなければ、書面による審議を行うことはできない。 

３ 議事は、意見又は賛否を書面により提出した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（欠席） 
第４条 委員及び臨時委員は、招集を受けた場所において事故のため会議に出席できないときは、あらか
じめその旨を会長に通知しなければならない。 

 （会議の公開） 
第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、出席した委員
及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ
り、非公開とすることができる。 

 (1) 茨城県情報公開条例（平成12年茨城県条例第87号）第７条各号に掲げる不開示情報のいずれかに該
当する、又は該当するおそれがある事項について審議を行う場合 

 (2) 会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合 

（議事録） 
第６条 審議会の議事については、議事録を作成し、会長（会長に事故がある場合は、その職務を代理す
る者）及び会長の指名した委員２名がこれに署名しなければならない。 

２ 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。 
 一 会議の日時及び場所 
 二 出席した委員及び臨時委員の氏名並びに欠席した委員及び臨時委員の氏名 
 三 議題 
 四 議事の概要 
 五 その他必要な事項 

（特別委員会） 
第７条 特別委員会（以下「委員会」という。）は、委員及び臨時委員のうちから会長が指名するもの若
干名をもって組織する。 

２ 委員会の委員長は、構成員の互選により定める。 
３ 委員長は、調査審議を了した場合は速やかに会長に報告しなければならない。 
４ 第２条から前条までの規定は、委員会に準用する。 

（議事の特例） 
第８条 会長は、審議会運営の効率化及び迅速化を図るため、国土利用計画法の趣旨に合致すると認めら
れる一定の類型に属するものを対象として、あらかじめ審議会の承認を得て、専決基準を定めること
ができる。 

２ 会長は、専決基準に該当する事項については、審議会が適当と認めたものとして取り扱うことができ
る。ただし、該当事項に係る事務処理の後、速やかに審議会に報告しなければならない。 

（公印） 
第９条 会長の公印は、次のとおりとする。 

 
 
（雑則）  

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 
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   付 則 
 この規程は、昭和50年２月12日から施行する。 
 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 
 この規程は、平成27年２月３日から施行する。 
 この規定は、平成30年１月22日から施行する。 
この規定は、令和３年３月30日から施行する。 
この規定は、令和７年５月９日から施行する。 

 

 

 

茨城県国土利用計画審議会運営規程第８条第１項に定める一定の類型に属す

るものを対象とした専決基準について 

 

 平成30年１月25日決定  

 

 

 

○ 茨城県国土利用計画審議会（以下「審議会」という。）運営規程第８条第１項で定める一定の類型に

属するものを対象とした専決は、以下の事項とする。 

 

・ 茨城県土地利用基本計画の計画図（以下「計画図」という。）における森林地域の縮小案件 

 

・ 計画図における農業地域の縮小案件のうち、審議会での決議後、都市計画法の調整に伴い、面積

や区域の形状が変更（縮小に限る。）されたもの 

 

・ その他、会長が審議の必要がないと認めたもの 
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茨城県国土利用計画審議会公開要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、茨城県国土利用計画審議会運営規程（以下「規程」という。）第10条の規定

に基づき、茨城県国土利用計画審議会（以下「審議会」という。）の公開に関し必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （会議の傍聴） 

第２条 傍聴人の定員は、原則10人以内とし、会場規模に応じてあらかじめ決定する。 

２ 傍聴希望者（報道関係者を除く。）数が定員を超える場合は、傍聴人は抽選により決定する。 

３ 傍聴人の受付は、会議開催の当日、会場において会議の開催の30分前から開始し、10分前に

締め切るものとする。 

４ 規程第５条の規定に基づき非公開となった議案の審議を行う場合、傍聴人及び報道関係者は

退席しなければならない。なお、当該議案の審議は、末尾審議とする。 

 

 （傍聴人の制限） 

第３条 次に掲げる者は、傍聴をすることができない。 

 (1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者 

 (2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 

 (3) はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 

 (4) ラジオ、拡声器の類を携帯している者 

 (5) 写真機、ビデオカメラ、録音機の類を携帯している者 

 (6) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 

 (7) 酒気を帯びていると認められる者 

 (8) その他審議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

 

 （傍聴人の遵守事項） 

第４条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。 

 (1) 会議開催中は静粛に傍聴すること。 

 (2) 審議に対して可否を表明し、又は拍手しないこと。 

 (3) 私語、談論、放歌、高笑い等をしないこと。その他騒ぎ立てないこと。 

 (4) 帽子、コート類を着用しないこと。 

 (5) 携帯電話、その他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること。 

 (6) 飲食又は喫煙をしないこと。 

 (7) みだりに席を離れないこと。 

 (8) 会場内での写真撮影、録画、録音等は行わないこと。 
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 (9) 係員の指示に従うこと。 

 (10) その他会場の秩序を乱し、又は審議を妨害するような行為はしないこと。 

 

 （秩序の維持） 

第５条 会長は、傍聴者がこの要綱に違反したときは、これを制止するものとする。 

２ 会長は、傍聴者が前項の規定による制止に従わないときは、当該傍聴者を退場させることが

できる。 

 

 （報道関係者の取扱い） 

第６条  報道関係者は、第２条の規定（同条第４項の規定を除く。）にかかわらず、公開の会議

を傍聴することができる。 

２ 第３条から前条までの規定は、報道関係者が会議を傍聴する場合に準用する。ただし、報道

関係者は、議案の審議に入る前までに限り、第３条第５号、第４条第７号及び第８号の規定に

かかわらず、席を離れ、写真撮影、録画、録音等を行うことができる。 

 

 （会議開催の周知） 

第７条 審議会の会議の開催は、招集の通知後、速やかに開催日時、開催場所、議案名、傍聴定

員、傍聴受付開始時間その他必要な事項を周知するものとする。 

２ 周知方法は、茨城県ホームページへの掲載等により行うものとする。 

 

 （会議資料の公開） 

第８条 資料及び審議結果は、原則として公開とする。ただし、茨城県情報公開条例（平成12年

茨城県条例第87号）第７条各号に掲げる不開示情報のいずれかに該当する事項及び議事におけ

る委員名（会長を除く。）は非公開とすることができる。 

２ 公開方法は、茨城県ホームページへの掲載等により行うものとする。 

 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の公開に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成27年３月11日から施行する。 

 この要綱は、令和３年３月30日から施行する。 



林 地 開 発 許 可 制 度 に つ い て

許可を必要としない場合
〔法10条の2①項但し書〕

１ 国、 地方公共団体が行う場合

２ 非常災害のために必要な応急措置として
行う場合

３ 省令で定める事業の施行として行う場合

許可を必要とするもの
〔法10条の2①〕

対象：地域森林計画の対象となっている民有林

保安林・保安施設地区

海岸保全区域を除く。

規模 ：政令で定める規模 １ha（太陽光発電設備

0.5ha）をこえるもの

災害の防止
〔法10条の2②1〕

当該開発行為により周
辺の地域に土砂の流出
又はその他の災害をさ
せるおそれがあること

（確認項目の例）
・切土盛土の勾配

・法面の保護方法

・排水施設、洪水調整池 等

水害の防止
〔法10条の2②1の2〕

当該開発行為により 下流
地域において水害を発生
させるおそれがあること

（確認項目の例）
・洪水調整池

・河川管理者との連絡調整状況

等

水の確保
〔法10条の2②2〕

当該開発行為により水の
確保に著しい支障を及ぼ
すおそれがあること

（確認項目の例）
・飲用水、灌漑用水等水源の確
保状況

・水質悪化防止の必要性 等

環境の保全
〔法10条の2②3〕

当該開発行為により周辺
の地域において環境を著
しく悪化させるおそれがあ
ること

（確認項目の例）
・残置森林、造成森林の配置、

森林率

・景観の維持の必要性、措置等

開発行為を
しようとする者

連絡調整
(適用除外)

申請書
提 出

都道府県知事

意見聴取［法10条の2⑥］
（都道府県森林審議会、関係市町村長）

審査・現地調査
都道府県知事は、次の各号のいずれに

も該当しないと認めるときは、許可し

なければならない 〔法10条の2②〕

林地開発許可事務フロー

※「法」とは、森林法をさす

事前協議

※本県では、申請に先立ち事前協議を求めている。

おそれがある場合

森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意が必要（法10条の２③）

おそれがない場合

不 許 可
許 可

条件を附することができる
［法10条の2④、⑤］

開発行為施行 施行状況調査

監督処分[法10条の3]

開発行為の中止命令

復旧命令

罰則[法206条]

完了確認調査

２ 許可条件に違反して開発をした者
対象１ 無許可開発を行った者

３ 不正な手段によって許可を受けて
開発した者

２ 監督処分命令違反
１ 無許可

<３年以下の懲役又は300万円以下の罰金>
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自然公園法及び茨城県立自然公園条例にかかる規制

特に優れた自然景観、原始状態を保持

※県内では筑波山頂エリアのみ
特別保護地区  強

特別地域（許可制）
現在の景観を極力保護第1種特別地域

農林漁業活動は努めて調整を図る第2種特別地域

通常の農林漁業活動は許容第3種特別地域 弱

特別地域に含まれない地域で風景保護
を図る普通地域（届出制）

○環境大臣が指定する国定公園は、県内では水郷筑波国定公園が定められている。
○知事が指定する茨城県立自然公園は、県内で９か所が定められている。
○国定公園及び茨城県立自然公園は特別地域と普通地域の２種類に大別される。

○県立自然公園 事務処理フロー

届出者

届出書

受理書

＜普通地域での届出が必要な場合＞
○その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、増築すること。

（工作物の基準（抜粋））
・太陽光発電施設：同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000㎡

○土地の形状を変更すること。等

県（水戸市・笠間市・大洗町・城里町は権限移譲）

意見書 意見照会

市 町 村

○特別地域とは、自然公園の区域内で、風致を維持するために大臣又は知事が指定
できるものであり、工作物の新築等、風致に影響がある行為をしようとする者は、
原則として県知事の許可を受けなければしてはならないとされている。

○普通地域とは、自然公園の区域内で特別地域以外の区域を指し、特別地域の風致
維持のための緩衝地帯又は利用上の必要から指定されるもので、特に風致に大き
な影響を及ぼすおそれのある一定の行為については事前に届出の義務を課してい
る。

【参考】茨城県立自然公園条例 第29条（普通地域）
1 県立公園のうち特別地域に含まれない区域（普通地域）内において，次の各号に掲げる行為をしよう

とする者は，知事に対し，…（中略）…届け出なければならない。
（1）その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し，改築し，又は増築すること。
（2）特別地域内の河川，湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
（3）広告物その他これに類する物を掲出し，若しくは設置し，又は広告その他これに類するものを

工作物等に表示すること。
（4）水面を埋め立て，又は干拓すること。
（5）鉱物を掘採し，又は土石を採取すること。
（6）土地の形状を変更すること。

2 知事は，県立公園の風景を保護するために必要があると認めるときは，…（中略）…
その風景を保護するために必要な限度において，当該行為を禁止し，若しくは制限し，又は必要な
措置を執るべき旨を命ずることができる。
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